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１ 介護保険法施行規則の規定に基づき
厚生労働大臣が定める様式への移行に
ついて



指定関係の様式が令和６年４月１日から
厚生労働大臣が定める様式に変更となります！

介護サービス事業者等が行う指定の申請や変更の届出等については、介護保険法施
行規則が改正され、令和６年４月１日より、厚生労働大臣が定める様式により行うも
のとされました。
当該様式についても、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様

式（令和５年１２ 月１９日厚生労働省告示第３３１号）において示されました。



例）地域密着型サービス 新規指定申請書
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例）総合事業 新規指定申請書
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【新規書類】袖ケ浦市介護予防・日常生活支援総合事業指定有効期間短縮希望届

これまで、指定（更新）申請書の下部に
あった指定有効期間短縮希望届について、
新規の市独自様式として運用いたします。
通常の有効期間は６年間ですが、一体的

に運営する事業と指定有効期間満了日を統
一したい場合には、指定（更新）申請書と
併せてご提出ください。

（例）訪問介護と介護予防訪問介護相当
サービスを一体的に提供

・訪問介護の指定有効期間満了日
令和８年３月３１日

・介護予防訪問介護の指定有効期間満了日
令和１０年９月３０日
⇒指定有効期間短縮希望届を提出する
ことで、令和８年３月３１日に短縮
して統一可能



その他変更点

項目 変更前 変更後

従業者の勤務体制及び
勤務形態一覧表

提出必須 変更無なら省略可

指定更新時の提出書類について、国基準に統一し、令和６年４月１日から
以下のとおり変更します。



２ 電子申請・届出システムの
開始時期について







袖ケ浦市は令和６年９月頃に
電子申請・届出システムを

開始する予定です

そのため、令和６年９月頃から、指定に関する書類の提出方法として、
○窓口 ○郵送 ○メール ○電子申請・届出システム

から選択できるようになります。





入力画面例①
指定申請書入力画面



入力画面例②
添付書類アップロード
画面



電子申請・届出システム利用にあたり必要な準備①

○ デジタル庁の「gBiz ID」の取得

gBiz IDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
gBiz IDを取得すると、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスに
ログインできます。
本システムのログインの際にも、gBiz IDアカウントを使用します。



電子申請・届出システム利用にあたり必要な準備②

○ 登記情報提供サービスの利用申込

電子申請届出システムを通じて登記事項証明書の提出を要する申請届出を
行い、証明書を電子上で提出したい場合に必要となります。



電子申請・届出システム利用にあたり必要な準備に関する詳細は、
開始時期が近づきましたら、改めてご連絡いたします。



ご清聴ありがとうございました


